
 

大和市告示第５２号 

大和市認定保育施設補助金交付要綱を次のように定める。 

  平成２７年３月３１日 

大和市長 大 木  哲   

 

大和市認定保育施設補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、大和市認定保育施設事業実施要綱（平成２０年大和市告示第８０号。以下「実

施要綱」という）第２条第２項の規定により認定された大和市認定保育施設（以下「認定施設」

という。）に在籍する児童の福祉の向上を図るため、認定施設に対し補助金を交付することに関

し、大和市補助金交付規則（昭和４２年大和市規則第２１号。以下「規則」という。）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助金の額等） 

第２条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 保育士雇用補助金 実施要綱第２条第２項第２号に掲げる施設における保育士の雇用に必

要な経費について、１施設当たり月額２６１，４２０円とする。 

(2) 認定施設利用補助金 補助対象児童（子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以

下「法」という。）第１９条第１項第３号に掲げる区分の認定を受けた支給認定子ども（法第

２０条第４項に規定する支給認定子どもをいう。）であって、大和市小学校就学前子どもの教

育及び保育に関する条例施行規則（昭和６２年大和市規則第１０号）第１３条第２項及び第３

項の規定により保育所等利用保留通知書による通知を受けた者をいう。）が在籍する認定施設の

市長が別に定める期間の保育料について、補助対象児童（当該認定施設に当該月の初日に在籍

している児童に限る。）一人当たり月額１０，０００円とする。 

 （申請） 

第３条 前条第１号に掲げる保育士雇用補助金（以下「保育士雇用補助金」という。）の交付を受

けようとする認定施設は、規則第４条に規定する書類に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し

なければならない。 

(1) 年間補助金算出内訳書 

(2) その他市長が必要と認める書類 

２ 前条第２号に掲げる認定施設利用補助金（以下「認定施設利用補助金」という。）の交付を受



 

けようとする認定施設は、市長が別に定める期間に、規則第４条に規定する書類に、次に掲げる

書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 年間補助金算出内訳書 

(2) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付時期） 

第４条 補助金の交付時期は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりと

する。 

 (1) 保育士雇用補助金 規則第５条の規定による決定をした日の属する月以降分を当該月の翌

月に交付する。 

(2) 認定施設利用補助金 第２条第２号に規定する市長が別に定める期間の満了する月の翌月

に交付する。 

（在籍児童状況等の報告） 

第５条 保育士雇用補助金の交付を受けようとする認定施設は、次に掲げる書類を毎月５日までに

市長に提出しなければならない。 

(1) 職員状況報告書 

(2) 職員勤務実績表 

(3) その他市長が必要と認めるもの 

２ 認定施設利用補助金の交付を受けようとする認定施設は、次に定める書類を添付し、毎月５日

までに市長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付の決定を受けた月の翌月以降は、

第２号に掲げる書類については、前月と内容に変更がない場合、当該書類の提出を省略すること

ができる。 

(1) 認定保育施設在籍児童状況報告書 

 (2) 補助対象児童在籍名簿 

(3) その他市長が必要と認めるもの 

（補助事業の計画変更） 

第６条 補助金の交付を受けた認定施設（以下「補助施設」という。）は、補助金の交付の対象と

なる事業（以下「補助事業」という。）の計画を変更しようとするときは、規則第８条第１項に

規定する書類に年間補助金算出内訳書を添えて市長に提出しなければならない。 

 （実績報告） 

第７条 補助施設は、規則第１０条に規定する書類に年間補助金算出内訳書を添えて、補助事業終



 

了後速やかに市長に提出しなければならない。 

（返還命令） 

第８条 市長は、補助金が不正に使用されたと認められる場合又は虚偽の申請により交付を受けた

と認められる場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。 

（書類の整備等） 

第９条 補助施設は、補助事業に係る帳簿類及び証拠書類を整備し、当該補助事業が終了した会計

年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

（様式） 

第１０条 この要綱で使用する様式は、別表のとおりとし、その内容は別に定める。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （大和市認定保育施設助成金等交付要綱の廃止） 

２ 大和市認定保育施設助成金等交付要綱（平成２０年大和市告示第８２号）は、廃止する。 

 

 

 

  



 

別表（第１０条関係） 

様式番号 様式の名称 関係条文 

第１号様式 年間補助金算出内訳書 第３条、第６条及び第７条 

第２号様式 職員状況報告書 第５条 

第３号様式 職員勤務実績表 第５条 

第４号様式 認定保育施設在籍児童状況報告書 第５条 

第５号様式 補助対象児童在籍名簿 第５条 

 


